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第４章 展開すべき環境施策 
 

第第１１節節  施施策策のの体体系系  

第３章で設定した目指すべき環境像及び基本目標を実現するために、次のような体系のもとで
環境施策の展開を図ることとします。 

 

■基本目標ごとの環境施策の体系 

基本目標 個別目標 施策の方向 

(1)清らかな水を守る ア 工場・事業場などの対策の推進 
イ 水質の保全 
ウ 監視体制の充実 

(2)きれいな空気を守る ア 自動車交通などに起因する環境への負荷の低減 
イ 工場・事業場などに起因する大気汚染、悪臭な
どの防止 

ウ 監視体制の充実 

(3)生活環境における騒
音等を防止する 

ア 自動車交通などに起因する騒音・振動の低減 
イ 工場・事業場などの騒音・振動の防止 
ウ 監視体制の充実 

(4)安心して暮らせる環
境を確保する 

ア 廃棄物の適正処理の推進 
イ 不法投棄の防止と環境美化の推進 
ウ 化学物質などの対策の推進 
エ 監視体制の充実 

１「健康で潤いのあ
る生活」を目指し

て 

(5)人にやさしい生活環
境を創出する 

ア 人にやさしい歩行者空間の創出 

(1)自然環境を保全する ア 森林の保全 
イ 農地の保全 
ウ 水辺の保全 ２「生物の多様性の

確保」を目指して (2)生物の多様性を確保
する 

ア 野生動植物の保護 
イ 野生動植物の生息・生育環境の保全・再生・創
出 

(1)緑地を確保する ア 公園緑地の確保 
イ 緑化の推進 

(2)身近な自然とのふれ

あいを促進する 

ア 身近な自然とのふれあいを促進 

(3)良好な景観を保全・
形成する 

ア 良好な景観を保全・形成 
３「自然景観、伝統
文化の保全」を目

指して 

(4)地域の歴史的・文化
的環境を保全・継承

する 

ア 歴史的・文化的環境の保存・活用 

４「循環型社会の構
築」を目指して 

(1)資源の循環的利用と
ごみの減量化を推進
する 

ア ごみの発生抑制 
イ 再利用・再生品の利用の拡大 
ウ 資源回収と再資源化 
エ 水の循環システムの健全性の維持 

(1)エネルギーを有効に
利用する 

ア 省エネルギーの促進 
イ 新エネルギー利用の促進 

５「地球環境の保
全」を目指して 

(2)地球環境の保全に貢
献する 

ア 地球温暖化対策 
イ オゾン層の保護 
ウ 酸性雨対策 
エ 森林の保存 
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５つの基本目標を実現するためには、市民・事業者・滞在者・市がそれぞれの役割分担の下

で、自主的かつ積極的な取り組みを進める必要があります。そのためには、まず環境の状況な

どを「知る」こと、次に環境の状況などに対する「理解を深める」こと、そして環境の保全と

創造のために「行動する」ことが不可欠です。これらのことから、それぞれの取り組みを促す

ため、次の体系の基に環境施策の展開を図ることとします。 
 

■ 基本目標を実現するために共通する環境施策の体系  
 

１ 環境情報を収集・提供する 
２ 環境教育・環境学習を推進する 
３ 市民・事業者・市のパートナーシップを形成する 
４ 環境に配慮した行動を推進する 

 
 

  

  

  

  

  

第第２２節節  基基本本目目標標のの実実現現にに向向けけたた環環境境施施策策  

  前節の施策の体系に基づき、個別目標ごとに以下の施策の実施を図っていきます。 
 

１ 「健康で潤いのある生活」を目指して 
(１) 清らかな水を守る 

河川など公共用水域への排水対策として、

公共下水道などの整備・普及を図るととも

に、事業者への排水対策の指導や家庭での

生活排水対策を進めます。安全で良質な水

道水を供給するため、水源かん養林の適正

管理など水道水源の保全対策を進めます。

地下水質については、有害物質を含む水の

地下浸透の防止など事業者への指導を進め

ます。また、水環境保全のため監視体制の

充実を図ります。
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(２) きれいな空気を守る 

空気の汚れの原因としては、自動車等の

排出ガスと工場・事業場などからの排出ガ

スがあげられます。公共交通機関の利用促

進による自動車交通量の縮減、自動車の適

正運転の普及など自動車交通からの環境

への負荷の低減に取り組むとともに、工

場・事業場等からのばい煙などによる大気

汚染や悪臭を低減させるための指導、監視

体制の充実を図ります。 
 

(３) 生活環境における騒音等を防止する 

騒音や振動の原因としては、自動車交通などから発生するもの、工場・事業場などから

発生するものがあげられます。自動車交通などから発生する騒音・振動については、公共

交通機関の利用を促進し、自動車交通量の縮減を図るとともに、街路樹などの施設整備を

進め、騒音・振動の低減に努めます。工場・事業場などからの騒音・振動については、防

止の指導を強化するとともに監視体制の充実を図ります。 
 

(４) 安心して暮らせる環境を確保する 

廃棄物の収集から最終処分までの適正処理を図るほか、不法投棄の防止と環境美化への

取り組みを進めます。また、健康への影響が懸念されるダイオキシン類をはじめとする化

学物質の対策について取り組みを進めます。 
 
(５) 人にやさしい生活環境を創出する 

うるおいとやすらぎをもたらす快適な環境を享受するため、子ども、障害者、高齢者、

健常者などの区別なく、誰もが使えるように配慮した歩行者空間の整備を進めます。 
 

２ 「生物の多様性の確保」を目指して 
(１) 自然環境を保全する 

森林や農地は生産活動の場であるとともに、 
多くの生物の生息・生育場所であるほか、二酸 
化炭素の吸収、水源かん養、保水機能などの多 
くの環境保全機能を有している貴重な財産です。 
このことから、土地利用の適正化に努め、森林 
や農地の適正な管理によりその保全を図り、ま 
た、河川生態系の維持・回復を進めるなど水辺 
の環境保全を図ります。 

 

遠野バイパス 
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